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● システム入力方法（許可申請） 

【ヘルプデスク（TEL：０８０－４９５３－０５６６ Mail：TDEN-fas-

helpdesk@ml.toshiba.co.jp）】 

 

１ ログイン後のメニュー画面で、許可の申請をクリックしてください。 

 

 

２ 下へスクロールし、新規申請をクリックしてください。 
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３ 許可営業施設登録画面の営業施設情報等を入力してください。（黄色は必須

項目です。） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

主として取り扱う食品又

は添加物はここをクリッ

クしてください。 

①大分類を選択または名称に

取り扱う食品名を入力してく

ださい 

②
検
索
を
ク
リ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
。 

③該当する食品を選択してください。 
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使用する水の種類を選択してください。 

※「飲用に適する水」を選択した場合

は、ファイル登録で水質検査成績書の写

しを添付してください。 

＋をクリックしてください。 

営業の種類の説明を確認したい

場合はクリックしてください。 

該当する営業の種類を

選択してください。 

申請者(法人にあっては、その業務を行う役員を含む。)が以下に該当

しない場合は「無」を選択してください。 

①食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執

行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して２年

を経過しない者。 

②食品衛生法第 59条から 61条の規定により許可を取り消され、その

取消しの日から起算して２年を経過しない者。 
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食肉製品や添加物（規格が定められたものに限る）などを製

造する施設については、食品衛生管理者に関する情報を入力

してください。 

①食品衛生責任者の資格を持つ者がいる場合 

・食品衛生責任者の氏名、フリガナ、該当する資格を入力してください。

（ファイル登録で資格証の写しを添付してくいただく必要もあります。添付

の方法は８ページをご確認ください） 

②食品衛生責任者の資格を持つ者がいない場合 

・責任者氏名は「不在」、フリガナは「フザイ」を入力し、資格は「⑩知事

等が行う講習会又は知事等が適正と認める講習会受講者」を選択し、受講し

た講習会、資格取得年月日等は「資格取得予定」と入力としてください。 
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以下を参考に、ＨＡＣＣＰの取組を

選択してください。 

【ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理となる場合】 

①食品の製造・加工施設と併設または隣接した店舗で、大部分を小売する営業者 

②飲食店営業を行う者 

③喫茶店営業を行う者 

④菓子製造業のうち、パン（概ね５日程度の消費期限のもの）を製造する者 

⑤そうざい製造業を行う者 

⑥調理機能付き自動販売機を取り扱う者 

⑦容器包装に入った、または包まれた食品のみを貯蔵・運搬・販売する営業者 

⑧食品を分割して容器包装に入れ、または容器包装で包み、小売販売する営業者 

⑨上記以外の食品の取扱いに従事する者の数が 50 名未満の事業場を有する営業者 

 

【ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理となる場合】 

①上記のＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理となる場合に該当しない者 

②複合型そうざい製造業または複合型冷凍食品製造業を行う者 

③ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理となる場合に該当するが、ＨＡＣＣ

Ｐに基づく衛生管理を行う者 
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・該当する場合はチェックして

ください。 

・各項目の説明は以下をご確認

ください。 

【飲食店営業のうち簡易飲食店営業の施設】 

・ 簡易な調理のみを行う施設  など 

・ 本施設に該当する場合は、管轄保健所へご連絡ください。 

 

【生食用食肉の加工又は調理を行う施設】 

・ 生食用食肉（牛肉）の加工や調理を行う施設。 

・ 本システムの入力以外に、生食用食肉取扱施設届出書を提出していただく必要が

ありますので、本施設に該当する場合は、管轄保健所へご連絡ください。 

 

【ふぐの処理を行う施設】 

・ 丸ふぐの処理を行う施設（みがきふぐのみ取り扱う施設は除く）。 

・ ふぐ処理者氏名（フリガナ含む）、認定番号も入力してください。 

・ 本システムの入力以外に、「フグ営業届書」を提出していただく必要がありますの

で、本施設に該当する場合は、管轄保健所へご連絡ください。 

 

【指定成分等含有食品を取り扱う施設】 

・ コレウス・フォルスコリー、ドオウレン、プエラリア・ミリフィカまたは 

ブラックコホシュを含有する食品を取り扱う施設。 

・ 本施設に該当する場合は、管轄保健所へご連絡ください。 
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営業施設の基準をクリックしてください。 

①施設基準の適合につい

て選択してください。 

 

②設定をクリックしてください。 
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入力後は確認済になります。 

オープンデータとして公開を

希望する場合は「公開」、 

希望しない場合は「非公開」

を選択してください。 

ファイル登録をクリックしてください。 

②飲用に適する水を使用する場合

は、参照をクリックし、水質検査成

績書の写しを添付してください。 

①施設の図面を添付し

てください。 

③食品衛生責任者の資格

証の写しを添付する場合

は、「資格証の写し」と

記載してください。 
④食品衛生責任者の資

格証の写しを添付して

ください。 

⑤添付後に設定をクリックしてください。 
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４ 許可営業施設登録 >> 確認画面で入力した内容を確認し、内容に問題がな

い場合は「登録」をクリックしてください。 

 

 

５ 許可営業施設登録 >> 完了画面で正常に登録されたことが確認できます。 

 

 

①登録をクリックしてください。 

確認をクリックしてください。 

②ＯＫをクリックしてください。 
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６ 保健所で申請の受付が完了すると、ＩＤのメールアドレスにメール（営業許

可申請受付通知）が届きます。 

 

７ 保健所による施設の現地調査で問題がないことが確認された後、ＩＤのメ

ールアドレスにメール（営業許可検査結果通知）が届きます。 

 

 

 

 

 

 


